
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  携帯電話に加入する際の費用                

Ｑ：携帯電話に加入する場合の契約事務手

数料は、どのように処理をすればいいです

か？                                           

                                              

Ａ：電気通信施設利用権に係る取得価額に

なります。  

【解説】  

携帯電話に加入する場合の契約事務手数料

は、電気通信役務の提供を受ける権利の対価

ですが、譲渡性がないことから、税務では、

平成８年12月１日以後、電話加入権ではなく、

無形減価償却資産である電気通信施設利用権

として取り扱うこととなっています。  

したがって、携帯電話に加入する場合の契

約事務手数料は、電気通信施設利用権に係る

取得価額となり資産計上をすることになりま

す。  

この場合の耐用年数は20年になります。  

ただし、この契約事務手数料が10万円未満

であるときは、少額の減価償却資産の取得価

額の損金算入の特例を適用することができま

すので、この場合には、その利用権を取得し

て、それを事業の用に供した日の属する事業

年度において、損金経理をすることによって、

その取得価額の全額を損金の額に算入するこ

とが認められます。  
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